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建 

築 

基 

準 

法 

施 

行 

細 

則 
 
 

（
昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日
山
口
県
規
則
第
三
十
号
） 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

改
正
（
い
）
昭
和 

六
十
年 

十
月 

 

一
日
規
則
第 

 

八
十
号 

改
正
（
ろ
）
昭
和
六
十
二
年 

一
月 

二
十
日
規
則
第 

 
 

一
号 

改
正
（
は
）
昭
和
六
十
三
年 

三
月
二
十
九
日
規
則
第 

 
 

五
号 

改
正
（
に
）
平
成 

 

二
年 

三
月
三
十
一
日
規
則
第 

 

四
十
号 

改
正
（
ほ
）
平
成 

 

五
年 

六
月
二
十
四
日
規
則
第 

四
十
六
号 

改
正
（
へ
）
平
成 

 

六
年
十
二
月
二
十
二
日
規
則
第 

九
十
一
号 

改
正
（
と
）
平
成 

十
一
年 

四
月 

三
十
日
規
則
第 

五
十
八
号 

改
正
（
ち
）
平
成 

十
二
年 

三
月
三
十
一
日
規
則
第 

九
十
七
号 

改
正
（
り
）
平
成 

十
二
年
十
二
月 

十
五
日
規
則
第
百
四
十
九
号 

改
正
（
ぬ
）
平
成 

十
三
年 

九
月
二
十
八
日
規
則
第 

百
十
五
号 

改
正
（
る
）
平
成 

十
五
年 

一
月 

十
四
日
規
則
第 

 
 

一
号 

改
正
（
を
）
平
成 

十
五
年 

三
月
三
十
一
日
規
則
第 

三
十
九
号 

改
正
（
わ
）
平
成 

十
五
年 

八
月
二
十
九
日
規
則
第 

 

七
十
号 

改
正
（
か
）
平
成 

十
六
年 

五
月 

十
一
日
規
則
第 

四
十
八
号 

改
正
（
よ
）
平
成 

十
六
年 

五
月
二
十
一
日
規
則
第 

 

五
十
号 

改
正
（
た
）
平
成 

十
六
年 

八
月 

十
七
日
規
則
第 

六
十
二
号 

改
正
（
れ
）
平
成 

十
六
年 

九
月
二
十
八
日
規
則
第 

六
十
八
号 

改
正
（
そ
）
平
成 

十
六
年 

十
月 

十
五
日
規
則
第 

七
十
二
号 

改
正
（
つ
）
平
成 

十
六
年 

十
月 

十
五
日
規
則
第 

七
十
三
号 

改
正
（
ね
）
平
成 

十
七
年 

二
月 

 

八
日
規
則
第 

 
 

三
号 

改
正
（
な
）
平
成 

十
七
年 

二
月 

十
八
日
規
則
第 

 
 

九
号 

改
正
（
ら
）
平
成 

十
七
年 

三
月 

 

四
日
規
則
第 

 

十
二
号 

改
正
（
む
）
平
成 

十
七
年 

三
月 

十
八
日
規
則
第 

二
十
一
号 
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改
正
（
う
）
平
成 

十
七
年 

三
月
三
十
一
日
規
則
第 

八
十
六
号 

改
正
（
ゐ
）
平
成 

十
七
年 

九
月 

三
十
日
規
則
第
百
三
十
四
号 

改
正
（
の
）
平
成 

十
八
年 

三
月
二
十
二
日
規
則
第 

四
十
五
号 

改
正
（
お
）
平
成 

十
九
年 

六
月 

十
九
日
規
則
第 

六
十
八
号 

改
正
（
く
）
平
成 

二
十
年 

三
月
二
十
一
日
規
則
第 

 

二
十
号 

改
正
（
や
）
平
成 

二
十
年 

三
月
三
十
一
日
規
則
第 

四
十
八
号 

改
正
（
ま
）
平
成
二
十
二
年 

一
月 

十
五
日
規
則
第 

 
 

五
号 

改
正
（
け
）
平
成
二
十
三
年 

三
月 

十
八
日
規
則
第 

 

十
一
号 

改
正
（
ふ
）
平
成
二
十
四
年 

三
月 

三
十
日
規
則
第 

 

二
十
号 

改
正
（
こ
）
平
成
二
十
五
年 

六
月
二
十
五
日
規
則
第 

四
十
二
号 

改
正
（
え
）
平
成
二
十
七
年 

五
月
二
十
六
日
規
則
第 

四
十
六
号 

改
正
（
て
）
平
成
二
十
八
年 

五
月
三
十
一
日
規
則
第 

四
十
六
号 

改
正
（
あ
）
平
成
二
十
八
年 

一
月
二
十
九
日
規
則
第 

六
十
二
号 

改
正
（
さ
）
平
成
二
十
九
年 

二
月
二
十
四
日
規
則
第 

 
 

二
号 

改
正
（
き
）
平
成
二
十
九
年 

三
月
二
十
一
日
規
則
第 

 
 

十
号 

改
正
（
ゆ
）
平
成 

三
十
年 

三
月 

二
十
日
規
則
第 

 
 

六
号 

改
正
（
め
）
平
成
三
十
一
年 

三
月 

十
九
日
規
則
第 

 

十
四
号 

改
正
（
み
）
令
和 

 

元
年
十
一
月 

 

一
日
規
則
第 

 

十
五
号 

改
正
（
し
）
令
和 

 

二
年 

十
月 

 

九
日
規
則
第 

 

四
十
号 

改
正
（
ゑ
）
令
和 

 

三
年 

三
月 

十
六
日
規
則
第 

三
十
一
号 

改
正
（
ひ
）
令
和 

 

四
年 

七
月 

十
五
日
規
則
第 

三
十
七
号 

改
正
（
も
）
令
和 

 

五
年 

三
月 

 

十
日
規
則
第 

 
 

五
号 

改
正
（
せ
）
令
和 

 

六
年 

三
月
二
十
九
日
規
則
第 

二
十
三
号 

改
正
（
す
）
令
和 

 

七
年 

三
月
二
十
五
日
規
則
第 

三
十
三
号 

改
正
（
ん
）
令
和 

 

七
年 

十
月
三
十
一
日
規
則
第 

五
十
八
号 
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（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に

つ
い
て
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
、
建
築

基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
及
び
山
口
県
建
築
基
準

条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
確
認
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
二
条 

建
築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
省
令
第
一
条
の
三

第
一
項
の
確
認
申
請
書
に
は
、
同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
建
築
物
の
用
途
を
変
更
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
と
前
面
道
路
及
び
隣
地
の
地
盤
面
と
の
高
低
差
を
明
示
し
た
断
面
図 

 

二 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
用
途
地
域
の
地
域
内
に
建

築
す
る
工
場
、
作
業
場
又
は
危
険
物
の
貯
蔵
若
し
く
は
処
理
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
工
場
及

び
危
険
物
調
書
（
別
記
第
一
号
様
式
） 

 

三 

法
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
を
受
け
る
建
築
物
（
法

第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
六
十

一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
不
適
格
建
築
物
調
書
（
別
記
第
二
号
様
式
） 

２ 

建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
（
以
下
「
建
築
主
事
等
」
と
い
う
。
）
は
、
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
確
認
申

請
書
、
省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の
確
認
申
請
書
、
省
令
第
三
条
第
一
項
の
確
認
申
請
書
又
は
同
条
第
二
項
の
確

認
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、

第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
確
認
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

削
除 

（
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
確
認
の
特
例
） 
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第
七
条 

政
令
第
十
条
第
三
号
ハ
又
は
第
四
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
規
定
は
、
条
例
第
五
条
の
規
定
と
す
る
。 

（
確
認
の
証
印
） 

第
八
条 

削
除 

（
工
事
の
取
り
や
め
の
届
出
） 

第
九
条 

建
築
主
は
、
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
建
築
物
の
工
事

を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
工
事
取
り
や
め
届
（
別
記
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
維
持
保
全
に
関
す
る
準
則
の
作
成
等
を
要
す
る
建
築
物
の
指
定
） 

第
十
条 

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
建
築
物
は
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に

供
す
る
も
の
で
、
階
数
が
五
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
標
識
に
よ
る
公
告
） 

第
十
一
条 

法
第
九
条
第
十
三
項
の
標
識
は
、
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
。 

（
定
期
報
告
を
要
す
る
特
定
建
築
物
の
指
定
） 

第
十
二
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
特
定
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
と
す
る
。 

一 

百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
そ
の
他
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
避
難
階
以
外
の
階

を
当
該
用
途
に
供
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

二 

事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
階
数
が
五
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
用
途
に

供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

（
建
築
物
の
定
期
報
告
） 

第
十
三
条 

省
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
報
告
の
時
期
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
期
と
す
る
。 

一 

定
期

報

告

を
要

し

な

い

通
常

の

火

災

時

に
お

い

て

避

難
上

著

し

い

支

障
が

生

ず

る

お
そ

れ

の

少

な
い

建

築 

物
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
号
。
次
号
に
お
い
て
「
告
示
」
と
い
う
。
）
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第
一
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
避
難
階
以
外
の
階
を
法
別
表
第
一 

欄 

項

か
ら 

項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
用
途
」
と
い
う
。
）
に
供
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

並
び
に
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
、
次
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の 

平
成
三

十
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
平
成
三
十
一
年
か
ら
起
算
し
て
三
年
ご
と
の
年
の
四
月
一

日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
ま
で
の
間 

二 

告
示
第
一
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
避
難
階
以
外
の
階
を
用
途
に
供
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

並

び

に

前

条

第

一

号

に
掲

げ

る

建

築

物 

平

成

二

十

九

年

四

月

一
日

か

ら

翌

年

三
月
三

十

一

日

ま

で

及

び

平

成
三
十
年
か
ら
起
算
し
て
三
年
ご
と
の
年
の
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
ま
で
の

間 

２ 

建
築

物
の
定

期
調

査
報
告

に
お
け

る
調

査
及
び

定
期
点

検
に

お
け
る

点
検
の

項
目

、
方
法

及
び
結

果
の

判
定

基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号
）
第
二
の
規
定
に
よ

り

定
め
る

同
告
示

第
一

第
一
項

第
一
号

に
規

定
す
る

建
築
物

の
法

第
十
二

条
第
一

項
に

規
定
す

る
調
査

の
項

目
、

方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
（
以
下
「
調
査
項
目
等
」
と
い
う
。
）
に
付
加
す
る
調
査
項
目
等
は
、
次
の
表
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

建

築

物

の
内
部 

調
査
項
目 

防
火
設
備
（
防
火

扉
、
防
火
シ
ャ
ッ

タ
ー
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

常
時
閉
鎖
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
扉
（
各

階
の
主
要
な
も
の
に
限
る
。
以
下
「
常
閉

防
火
扉
」
と
い
う
。
）
の
閉
鎖
又
は
作
動

の
障
害
と
な
る
物
品
の
放
置
並
び
に
照

明
器
具
及
び
懸
垂
物
等
の
状
況 

目
視
又
は
こ
れ
に
類
す
る
方

法
（
以
下
「
目
視
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
確
認
す
る
。 

調
査
方
法 

物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
等
に
よ
り
常
閉
防
火
扉
の

閉
鎖
又
は
作
動
に
支
障
が
あ

る
こ
と
。 

判
定
基
準 （い） 

（一） 

（四） 
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人
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
に
設
け

る
常
閉
防
火
扉
の
作
動
の
状
況 

常
閉
防
火
扉
の
固
定
の
状
況 

常
閉
防
火
扉
の
本
体
、
枠
及
び
金
物
の
劣

化
及
び
損
傷
の
状
況 

常
閉
防
火
扉
の
取
付
け
の
状
況 

扉
の
閉
鎖
時
間
を
ス
ト
ッ
プ

ウ
ォ
ッ
チ

等
に
よ
り
測
定

し
、
扉
の
質
量
に
よ
り
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
ゲ
ー
ジ
等
に
よ

り
閉
鎖
力
を
測
定
す
る
。
た

だ
し
、
三
年
以
内
に
実
施
し

た
点
検
の
記
録
が
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
記
録
に

よ
り
確
認
す
る
こ
と
を
も
つ

て
足
り
る
。 

目
視
等
に
よ
り
確
認
す
る
。 

目
視
等
に
よ
り
確
認
す
る
。 

目
視
等
又
は
触
診
に
よ
り
確

認
す
る
。 

防
火
区
画
に
用
い
る
防
火
設

備
等
の
構
造
方
法
を
定
め
る

件
（
昭
和
四
十
八
年
建
設
省

告
示
第

二
千
五
百
六
十
三

号
）
第
一
第
一
号
の
規
定
に

適
合
し
な
い
こ
と
。 

常
閉
防
火
扉
が
開
放
状
態
に

固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

変
形
、
損
傷
又
は
著
し
い
腐
食

に
よ
り
遮
炎
性
能
又
は
遮
煙
性

能
に
支
障
が
あ
る
こ
と
。 

取
付
け

が
堅
固
で
な
い
こ

と
。 
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避
難

施
設

等 

 

その他の設備等 排煙設備等 階段 

非
常
用
の
照
明

装
置 

非
常
用
エ
レ
ベ

ー
タ
ー 

排
煙
設
備 

防
煙
壁 

特
別
避
難
階
段 

居
室
の
換
気 

照
明
の
妨
げ
と
な
る
物
品
の
放
置
の
状

況 非
常
用
の
照
明
装
置
の
作
動
の
状
況 

昇
降
路
又
は
乗
降
ロ
ビ
ー
（
政
令
第
百
二

十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
に
規
定
す

る
乗
降
ロ
ビ
ー
を
い
う
。
）
の
排
煙
設
備

の
作
動
の
状
況 

排
煙
設
備
の
作
動
の
状
況 

可
動
式
防
煙
壁
の
作
動
の
状
況 

階
段
室
又
は
付
室
の
排
煙
設
備
の
作
動

の
状
況 

換
気
の
妨
げ
と
な
る
物
品
の
放
置
の
状

況 換
気
設
備
の
作
動
の
状
況 

目
視
等
に
よ
り
確
認
す
る
。 

各
階
の
主
要
な
非
常
用
の
照

明
装
置
の

作
動
を
確
認
す

る
。 

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の

作
動
を
確
認
す
る
。 

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の

作
動
を
確
認
す
る
。 

各
階
の
主
要
な
可
動
式
防
煙

壁
の
作
動
を
確
認
す
る
。 

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の

作
動
を
確
認
す
る
。 

目
視
等
に
よ
り
確
認
す
る
。 

各
階
の
主
要
な
換
気
設
備
の

作
動
を
確
認
す
る
。 

照
明
の
妨
げ
と
な
る
物
品
が

放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

非
常
用
の
照
明
装
置
が
作
動

し
な
い
こ
と
。 

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。 

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。 

可
動
式
防
煙
壁
が
作
動
し
な

い
こ
と
。 

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。 

換
気
の
妨
げ
と
な
る
物
品
が

放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

換
気
設
備
が
作
動
し
な
い
こ

と
。 
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３ 

省
令
第
五
条
第
三
項
の
報
告
書
は
、
報
告
の
日
前
三
月
以
内
に
調
査
し
て
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

省
令
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
書
類
は
、
付
近
見
取
図
と
す
る
。 

（
定
期
報
告
を
要
す
る
特
定
建
築
設
備
等
の
指
定
） 

第
十
四
条 

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
特
定
建
築
設
備
等
は
、
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
建
築

物
に
設
け
る
防
火
設
備
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

常
時
閉
鎖
又
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
設
備
（
防
火
扉
の
う
ち
、
各
階
の
主
要
な
も
の
に
限
る
。
） 

二 

随
時
閉
鎖
又
は
作
動
を
で
き
る
防
火
設
備
（
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
） 

（
建
築
設
備
等
の
定
期
報
告
） 

第
十
五
条 

省
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
報
告
の
時
期
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一

日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の

属
す
る
月
の
末
日
）
ま
で
の
間
と
す
る
。 

２ 

省
令
第
六
条
第
三
項
の
報
告
書
は
、
報
告
の
日
前
三
月
以
内
に
検
査
し
て
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

省
令
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
書
類
は
、
付
近
見
取
図
及
び
建
築
設
備
等
の
位
置
を
示
す
平
面
図

（
い
ず
れ
も
最
初
に
報
告
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

（
工
作
物
の
定
期
報
告
） 

第
十
五
条
の
二 

省
令
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
報
告
の
時
期
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌

年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
ま
で
の
間
と
す
る
。 

２ 

省
令
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
報
告
書
は
、
報
告
の
日
前
三
月
以
内
に
検
査
し
て
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

省
令
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
書
類
は
、
付
近
見
取
図
及
び
配
置
図
（
い
ず
れ
も
最
初

に
報
告
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

（
定
期
報
告
に
関
す
る
書
類
の
保
存
期
間
） 
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第
十
五
条
の
三 

省
令
第
六
条
の
三
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

一 

省
令
第
六
条
の
三
第
二
項
第
七
号
の
書
類 

当
該
書
類
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
三
年 

二 

省
令
第
六
条
の
三
第
二
項
第
八
号
及
び
第
九
号
の
書
類 

当
該
書
類
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
一
年 

（
屎し

尿
浄
化
槽
の
設
置
） 

第
十
六
条 
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
屎し

尿
浄
化
槽
を
設
け
る
場
合
に
お
け
る
省
令
第
一
条
の
三
第
一

項
の
確
認
申
請
書
に
は
、
屎し

尿
浄
化
槽
調
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
令
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
衛
生
上
特
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
て
規
則
で
指
定
す
る
区
域
は
、
山

口
県
の
区
域
（
下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
防
府
市
、
岩
国
市
及
び
周
南
市
の
区
域
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

（
道
路
の
位
置
の
指
定
の
申
請
） 

第
十
七
条 

省
令
第
九
条
の
申
請
書
は
、
道
路
位
置
指
定
申
請
書
（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

省
令
第
九
条
の
承
諾
書
は
、
道
路
位
置
指
定
承
諾
書
（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
道
路
の
位
置
の
標
示
） 

第
十
八
条 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
位
置
を
標
示

杭く
い

（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
標
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
側
溝
等
に
よ
り
そ
の
位
置
が
明
ら

か
な
場
合
又
は
土
地
の
状
況
に
よ
り
標
示
杭く

い

を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
標
示
を
し
た
と
き
は
、
道
路
位
置
標
示
届
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を

知
事
に
届
け
出
て
、
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
検
査
を
受
け
た
標
示
は
、
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
認
定
の
申
請
） 

第
十
八
条
の
二 

条
例
第
十
五
条
た
だ
し
書
、
第
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
十
七
条
第
四
項
（
条
例
第
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
た
だ
し
書
、
第
二
十
条
第
三
号
又
は
第
二
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
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に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
認
定
申
請
書
（
別

記
第
十
五
号
様
式
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
各
階
平
面
図
及
び
立
面
図 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類 

（
私
道
の
変
更
又
は
廃
止
の
承
認
の
申
請
） 

第
十
九
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
私
道
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定

す
る
道
路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
私
道
変
更
承
認

申
請
書
（
別
記
第
十
六
号
様
式
）
又
は
私
道
廃
止
承
認
申
請
書
（
別
記
第
十
七
号
様
式
）
に
省
令
第
九
条
の
承
諾

書
を
添
え
て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
条 

知
事
は
、
私
道
の
変
更
又
は
廃
止
を
承
認
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。 

２ 

第
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
私
道
の
変
更
の
承
認
を
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。 

（
道
路
と
み
な
す
道
の
指
定
） 

第
二
十
一
条 

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
道
は
、
幅
員
が
四
メ
ー
ト
ル
未
満
一
・
八
メ
ー
ト

ル
以
上
の
道
と
す
る
。 

（
道
路
等
の
指
定
、
変
更
又
は
廃
止
の
告
示
） 

第
二
十
二
条 

知
事
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
道
路
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
道
の
指

定
、
変
更
又
は
廃
止
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。 

（
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
係
る
容
積
率
） 

第
二
十
二
条
の
二 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
都
市
計
画
区
域
ご
と
に
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
数
値
と

す
る
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
地
区
計
画
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築

物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
定
め
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
容
積
率
の
最
高
限
度
の
数
値
と
す
る
。 

（
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
係
る
建
蔽
率
） 

第
二
十
二
条
の
三 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
都
市
計
画
区
域
ご
と
に
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
数
値
と
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す
る
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
地
区
計
画
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築

物
の
建
蔽
率
の
最
高
限
度
を
定
め
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
蔽
率
の
最
高
限
度
の
数
値
と
す
る
。 

（
建
蔽
率
に
関
す
る
制
限
の
緩
和
） 

第
二
十
三
条 

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
敷
地
は
、
次
に
掲
げ
る
敷
地
と
す
る
。 

一 
敷
地
境
界
線
の
全
長
の
三
分
の
一
以
上
が
二
以
上
の
道
路
（
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
）

に
接
す
る
敷
地 

二 

公
園
、
広
場
、
河
川
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
空
地
に
接
す
る
敷
地
で
前
号
に
掲
げ
る
敷
地
に
準
ず
る
も
の 

（
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
係
る
道
路
斜
線
制
限
） 

第
二
十
三
条
の
二 
法
別
表
第
三
に
欄
の
五
の
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
は
、
一
・
二
五
（
建
築
物
の
建
蔽
率

の
最
高
限
度
が
十
分
の
七
で
あ
る
区
域
に
あ
つ
て
は
、
一
・
五
）
と
す
る
。 

（
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
係
る
隣
接
斜
線
制
限
） 

第
二
十
三
条
の
三 

法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
は
、
一
・
二
五
（
建
築
物
の
容

積
率
の
最
高
限
度
が
十
分
の
四
十
で
あ
る
区
域
に
あ
つ
て
は
、
二
・
五
）
と
す
る
。 

（
道
路
斜
線
制
限
に
係
る
建
築
物
の
後
退
距
離
の
算
定
に
お
い
て
除
か
れ
る
建
築
物
の
部
分
） 

第
二
十
三
条
の
四 

政
令
第
百
三
十
条
の
十
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
建
築
物
の
部
分
は
、
法
第
四
十
四
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
渡
り
廊
下
そ
の
他
の
通
行
又
は
運
搬

の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
部
分
と
す
る
。 

（
道
路
面
と
敷
地
の
地
盤
面
に
著
し
い
高
低
差
が
あ
る
場
合
の
特
例
） 

第
二
十
四
条 

政
令
第
百
三
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
前
面
道
路
の
位
置
は
、
建
築
物
の
敷
地
の

地
盤
面
の
高
さ
と
前
面
道
路
の
高
さ
と
の
差
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
差
か
ら
二
メ
ー

ト
ル
を
減
じ
た
も
の
だ
け
高
い
位
置
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
垂
直
積
雪
量
） 

第
二
十
五
条 

政
令
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
） 

第
二
十
六
条 

条
例
第
二
十
二
条
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
又
は
改
築
に
あ
つ
て
は
そ
の
増
築
又
は
改
築
に

（ ） 
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係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
と
し
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模

様
替
に
あ
つ
て
は
そ
の
す
べ
て
と
す
る
。 

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
二
十
七
条 

省
令
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
許

可
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類
と
す
る
。 

法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
四
十
七
条

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可 

法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
六
項
若

し
く
は
第
七
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
六
項
若
し
く
は

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可 

 
許 

可 

の 

区 

分 

一 

付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
各
階

平
面
図
、
立
面
図
及
び
断
面
図 

二 

敷
地
の
断
面
図
及
び
写
真 

三 

許
可
を
必
要
と
す
る
理
由
書 

一 

付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
各
階

平
面
図
及
び
立
面
図 

二 

敷
地
の
断
面
図
及
び
写
真 

三 

許
可
を
必
要
と
す
る
理
由
書

（
法
第
八
十
五
条
第
三
項
若
し
く

は
第
六
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三

第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
場
合
を
除
く
。
） 

書 

類 
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法
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
第
五
十
三

条
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
第
三
号
、
第
五
十
三
条
の
二

第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条

第
四
項
各
号
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
七
条

の
四
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一

項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十

条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
六
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し

く
は
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は

第
二
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
七
条
第
三
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号

若
し
く
は
第
九
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項

第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第

六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
許
可 

法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た

だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し

書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
、

第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
、

第
十
三
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
四
項
た
だ
し
書
（
法
第
八
十
七

条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合

を
含

む
。
）
又

は

第
五
十

一
条

た
だ
し
書
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
許
可 

一 

付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
各
階

平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び

日
影
図 

二 

敷
地
の
断
面
図
及
び
写
真 

三 

環
境
図 

四 

許
可
を
必
要
と
す
る
理
由
書 

一 

付
近
見
取
図
、
配
置
図
及
び
各

階
平
面
図 

二 

敷
地
の
断
面
図
及
び
写
真 

三 

機
械
配
置
図
（
工
場
の
場
合
に
限

る
。
） 

四 

環
境
図 

五 

許
可
を
必
要
と
す
る
理
由
書 
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２ 

省
令
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
平
面
図
又
は
横
断
面
図
及
び
側
面
図
又
は
縦
断
面
図 

二 

敷
地
の
断
面
図
及
び
写
真 

三 

機
械
配
置
図
（
工
場
の
場
合
に
限
る
。
） 

四 
環
境
図 

五 
許
可
を
必
要
と
す
る
理
由
書 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類 

（
認
定
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
二
十
七
条
の
二 
省
令
第
十
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
各
階
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
日
影
図
（
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
認
定
の
場
合
に
あ
つ
て
は
断
面
図
及
び
日
影
図
を
除
き
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は

政

令
第

百
三
十

七
条

の
十

二
第
十

一
項

若
し

く
は

第
十
二

項
の

規
定

に
よ
る

認
定

の
場

合
に

あ
つ
て

は
日

影

図
を
除
く
。
） 

二 

敷
地
の
断
面
図
及
び
写
真 

三 

環
境
図
（
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
又
は
政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
の
場
合
を
除
く
。
） 

四 

認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
書 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類 

２ 

省
令
第
十
条
の
四
の
二
第
二
項
の
承
諾
書
は
、
土
地
通
行
承
諾
書
（
別
記
第
十
八
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
建
築
協
定
の
認
可
の
申
請
） 

第
二
十
八
条 

法
第
七
十
条
第
一
項
又
は
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
協
定

認
可
申
請
書
（
別
記
第
十
九
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

建
築
協
定
書 

二 

建
築
協
定
区
域
（
法
第
七
十
条
第
一
項
の
建
築
協
定
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
建
築
協
定
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区
域
内
の
地
形
及
び
地
物
を
表
示
す
る
図
面 

三 

建
築
協
定
書
に
つ
い
て
土
地
の
所
有
者
等
（
法
第
六
十
九
条
の
土
地
の
所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
全
員
の
合
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四 

土
地
の
所
有
者
等
に
関
す
る
調
書
（
別
記
第
二
十
号
様
式
） 

五 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類 

２ 

法
第
七
十
四
条
第
一
項
（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
協
定
変
更
認
可
申
請
書
（
別
記
第
二
十
号
様
式
の
二
）
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
建
築
協
定
へ
の
加
入
の
届
出
） 

第
二
十
八
条
の
二 
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
意
思
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
協
定
加
入
届
（
別
記

第
二
十
号
様
式
の
三
）
に
建
築
協
定
区
域
内
の
加
入
に
係
る
土
地
の
地
形
及
び
地
物
を
表
示
す
る
図
面
を
添
え
て

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
意
思
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
協
定
加
入
届
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

建
築
協
定
区
域
隣
接
地
（
法
第
七
十
条
第
二
項
の
建
築
協
定
区
域
隣
接
地
を
い
う
。
）
の
区
域
内
の
加
入
に

係
る
土
地
の
地
形
及
び
地
物
を
表
示
す
る
図
面 

二 

建
築
協
定
に
加
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
土
地
の
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

三 

土
地
の
所
有
者
等
に
関
す
る
調
書 

（
建
築
協
定
の
廃
止
の
認
可
の
申
請
） 

第
二
十
九
条 

法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
書
（
別
記
第
二
十
一
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

建
築
協
定
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
土
地
の
所
有
者
等
の
過
半
数
の
合
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

二 

土
地
の
所
有
者
等
に
関
す
る
調
書 

（
一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
に
よ
る
制
限
の
緩
和
に
係
る
認
定
申
請
書
等
の
添
付
書
類
） 
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第
三
十
条 

省
令
第
十
条
の
十
六
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
三
号
並
び
に
第
十
条
の
二
十
一
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

申
請
区
域
内
の
土
地
の
地
籍
図
及
び
求
積
図
並
び
に
登
記
事
項
証
明
書 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類 

（
全
体
計
画
の
認
定
へ
の
準
用
） 

第
三
十
条
の
二 

第
二
条
の
規
定
は
、
省
令
第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
及
び
第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
の
申
請
書
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
二
項
中
「
法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、

第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
確
認
」
と
あ
る
の
は
、
省
令
第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
「
法
第
八
十
六
条
の
八
第
一

項
又
は
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
」
と
、
省
令
第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
の
申
請
書
に
つ
い

て
は
「
法
第
八
十
六
条
の
八
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
認
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
書
類
の
経
由
） 

第
三
十
一
条 

知
事
に
提
出
す
る
書
類
で
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機

関
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

省
令
第
十
条
の
四
第
一
項
の
許
可
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
四
第
四
項
の
許
可
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
四
の
十
第
一
項
の
指
定
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
四
の
十
三
第
一
項
の
指
定
取
消
申
請
書 

所
轄
市
町
長
（
道
路
、
建
築
物
、
建
築

設
備
等
の
敷
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

市
町
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 
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第
三
十
二
条 

建
築
主
事
等
に
提
出
す
る
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
確
認
申
請
書
、
省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の

確
認
申
請
書
、
省
令
第
三
条
第
一
項
の
確
認
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
の
確
認
申
請
書
は
、
所
轄
市
町
長
を
経
由

し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
意
見
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
） 

第
三
十
三
条 

知
事
は
、
第
三
十
一
条
の
書
類
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
轄
市
町
長

に
対
し
、
都
市
計
画
等
に
関
す
る
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

建
築
主
事
等
は
、
前
条
の
書
類
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
轄
市
町
長
に
対
し
、

都
市
計
画
等
に
関
す
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
又
は
当
該
建
築
物
が
建
築
基
準
関
係
規
定
（
法
第
六
条
第
一

省
令
第
十
条
の
十
六
第
一
項
の
認
定
申
請
書
又
は
許
可
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
十
六
第
二
項
の
認
定
申
請
書
又
は
許
可
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
十
六
第
三
項
の
許
可
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
二
十
一
第
一
項
の
認
定
取
消
申
請
書
又
は
許
可
取

消
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
の
全
体
計
画
認
定
申
請
書 

省
令
第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
の
全
体
計
画
認
定
申
請
書 

第
十
七
条
第
一
項
の
道
路
位
置
指
定
申
請
書 

第
十
八
条
の
二
の
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関

す
る
認
定
申
請
書 

第
十
九
条
の
私
道
変
更
承
認
申
請
書
又
は
私
道
廃
止
承
認
申
請
書 

第
二
十
九
条
の
建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
書 
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項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
を
い
う
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

第
三
十
四
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
の
長
に
対
し
、

当
該
指
定
又
は
承
認
に
関
し
必
要
な
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
建
築
物 

二 
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
建
築
物 

三 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
区
域 

四 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
道
路 

五 

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
道 

六 

法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
水
平
距
離
の
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
道 

七 

法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
道 

八 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
区
域 

九 

法
第
五
十
二
条
第
八
項
又
は
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
区
域 

十 

法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
同
号
イ
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
区
域 

十
一 

法
別
表
第
三
の
備
考
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
区
域 

十
二 

政
令
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
街
区 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
昭
和
六
十
年
規
則
第
八
十
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
昭
和
六
十
二
年
規
則
第
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
昭
和
六
十
三
年
規
則
第
五
号
） 
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
年
規
則
第
四
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
五
年
規
則
第
四
十
六
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
六
年
規
則
第
九
十
一
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八

十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
区
域
に
係
る
用
途
地
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
六
月
二
十
四
日
（
同
日
前

に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
計
画
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
つ
い
て
、
用
途

地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
が
決
定
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
都
市
計
画
法
第
二
十
条
第
一

項
（
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
日
）
ま

で
の
間
は
、
改
正
前
の
建
築
基
準
法
施
行
細
則
第
二
十
七
条
第
三
号
及
び
第
六
号
、
別
記
第
二
号
様
式
並
び
に
別

記
第
十
八
号
様
式
（
そ
の
三
）
の
規
定
（
用
途
地
域
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
一
年
規
則
第
五
十
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
二
年
規
則
第
九
十
七
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
二
年
規
則
第
百
四
十
九
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
三
年
規
則
第
百
十
五
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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附 

則
（
平
成
十
五
年
規
則
第
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
別
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
五

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
五
年
規
則
第
三
十
九
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
五
年
規
則
第
七
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
四
十
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
五
十
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
又
は
容
積
率
に
関
す
る
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
又
は

建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
に
つ
い
て
は
、
当
該
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
間
は
、
改
正
後
の
建
築
基
準
法
施
行
細
則

第
二
十
二
条
の
二
又
は
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
六
十
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
六
十
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
七
十
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
六
年
規
則
第
七
十
三
号
） 

（
施
行
期
日
） 
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１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
又
は
容
積
率
に
関
す
る
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
又
は

建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
に
つ
い
て
は
、
当
該
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
間
は
、
改
正
後
の
建
築
基
準
法
施
行
細
則

別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 
則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
九
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
十
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
二
十
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
八
十
六
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
七
年
規
則
第
百
三
十
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
八
年
規
則
第
四
十
五
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
九
年
規
則
第
六
十
八
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
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十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
（
以
下
「
確
認
申
請
」
と
い
う
。
）
に

係
る
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
確
認
申
請
書
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
確
認
申
請
に
係
る
同
項
の
確
認
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
年
規
則
第
二
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
平
成
二
十
年
規
則
第
四
十
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
二
年
規
則
第
五
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
三
年
規
則
第
十
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
四
年
規
則
第
二
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
一
萩
都
市

計
画
区
域
の
項
及
び
別
表
第
二
萩
市
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
規
則
第
四
十
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
規
則
第
四
十
六
号
） 

こ

の
規

則
は
、

平
成

二
十
七

年
六

月
一
日
か

ら
施

行
す
る

。
た

だ
し
、

第
二

十
七
条
第

一
項

の
表
の

改
正

規
定

（ 

「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
規
則
第
四
十
六
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
七
条
第
一

項
の
表
及
び
第
三
十
一
条
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
経
過
措
置
） 

２ 

建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
小
荷
物
専
用
昇
降
機
及
び
防
火
設
備
（
以
下
「
小
荷
物
専
用
昇
降

機
等
」
と
い
う
。
）
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
項
に
規
定
す
る
検
査

済
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

八
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
同
項
中
「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年

三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経

過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
翌
々
年
三
月
三
十
一
日
」
と

し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
同
項
中
「
毎
年
四
月

一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三

十
一
日
」
と
す
る
。 

３ 

小
荷
物
専
用
昇
降
機
等
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
省
令
附
則
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
同
項
中

「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か

ら
同
年
五
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
規
則
第
六
十
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
規
則
第
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
規
則
第
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
三
十
年
規
則
第
六
号
） 
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こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
規
則
第
十
四
号
） 

 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
元
年
規
則
第
十
五
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
令
和
二
年
規
則
第
四
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
三
年
規
則
第
三
十
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
四
年
規
則
第
三
十
七
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
五
年
規
則
第
五
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
六
年
規
則
第
二
十
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
七
年
規
則
第
三
十
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
三
十
一
条
の
改
正
規

定
及
び
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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別
表
第
一
（
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
三
関
係
） 

東
和
都
市
計
画
区
域 

大
島
都
市
計
画
区
域 

美
祢
都
市
計
画
区
域 

柳
井
都
市
計
画
区
域 

長
門
都
市
計
画
区
域 

山
陽
小
野
田
都
市
計
画

区
域 

岩
国
都
市
計
画
区
域 

周
南
都
市
計
画
区
域 

都
市
計
画
区
域 

全
域 

全
域 

全
域 

そ
の
他
の
区
域 

柳
井
市
阿
月
、
伊
保
庄

及
び
平
郡
の
区
域 

そ
の
他
の
区
域 

長
門
市
俵
山
の
区
域 

そ
の
他
の
区
域 

山
陽
小
野
田
市
大
字
小

野
田
の
区
域 

和
木
町
の
区
域 

そ
の
他
の
下
松
市
及
び

光
市
の
区
域 

下
松
市
大
字
笠
戸
島
の

区
域 

区
域 

十
分
の
二
十 

十
分
の
二
十 

十
分
の
二
十 

十
分
の
十 

十
分
の
二
十 

十
分
の
二
十 

十
分
の
三
十 

十
分
の
十 

十
分
の
二
十 

十
分
の
十 

十
分
の
十 

十
分
の
二
十 

容
積
率
の
数
値 

十
分
の
七 

十
分
の
七 

十
分
の
七 

十
分
の
六 

十
分
の
七 

十
分
の
七 

十
分
の
七 

十
分
の
六 

十
分
の
七 

十
分
の
六 

十
分
の
六 

十
分
の
七 

建
蔽
率
の
数
値 
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別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

 

平
生
都
市
計
画
区
域 

田
布
施
都
市
計
画
区
域 

周
南
東
都
市
計
画
区
域 

そ
の
他
の
区
域 

平
生
町
大
字
尾
国
、
大

字
小
郡
、
大
字
佐
賀
及

び
大
字
佐
合
島
の
区
域 

全
域 

光
市
の
区
域 

十
分
の
十 

十
分
の
二
十 

十
分
の
十 

十
分
の
十 

十
分
の
六 

十
分
の
七 

十
分
の
六 

十
分
の
六 

 

光
市 

下
松
市 市 

町 

渋
木
、
俵
山
、
深
山
湯
本
及
び
真
木
の
区
域 

全
域 

全
域 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

域 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

標
高
に
よ
る
区
分 

五
十 

七
十 

三
十 

五
十 

三
十 

五
十 

垂
直
積
雪
量 

（
単
位 

セ
ン
チ 

メ
ー
ト
ル
） 
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和
木
町 

周
防
大
島
町 

山
陽
小
野
田
市 

美
祢
市 

柳
井
市 

  

長
門
市 

全
域 

全
域 

そ
の
他
の
区
域 

大
字
厚
狭
の
区
域 

そ
の
他
の
区
域 

伊
佐
町
河
原
、
大
嶺
町
奥
分
、
大
嶺
町
北
分
、
於
福 

町
上
、
於
福
町
下
、
豊
田
前
町
麻
生
上
、
美
東
町
赤 

及
び
美
東
町
絵
堂
の
区
域 

そ
の
他
の
区
域 

平
郡
の
区
域 

そ
の
他
の
区
域 

三
隅
上
の
区
域 

 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

  

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
六
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

六
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
十 

二
十 

四
十 

三
十 

四
十 

四
十 

六
十 

六
十 

八
十 

三
十 

五
十 

二
十 

四
十 

三
十 

五
十 

七
十 

四
十 

六
十 
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阿
武
町 

平
生
町 

田
布
施
町 

上
関
町 

そ
の
他
の
区
域 

大
字
宇
生
賀
、
大
字
福
田
上
及
び
大
字
福
田
下
の
区 

域 全
域 

全
域 

全
域 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

 

三
百
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上 

三
十 

五
十 

百
二
十 

百
四
十 

三
十 

五
十 

三
十 

二
十 

四
十 


